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規 
 

則 

 
埼
玉
県
森
林
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
森
林
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
森
林
審
議
会
規
則
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
を
第
七
条
と
す
る
。 

 

第
五
条
第
二
項
中
「
署
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」
を
「
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
」

に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。 

 

第
四
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
を
第
四
条
と
し
、
第
二
条
を
第
三
条
と
し
、
第
一
条
の
次
に

次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
組
織
） 

第
二
条 

審
議
会
は
、
委
員
十
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

          

埼
玉
県
規
則
第
一
号



規 
 

則 

 
埼
玉
県
水
防
協
議
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
水
防
協
議
会
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
水
防
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。
）

に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
組
織
） 

第
二
条 

協
議
会
は
、
会
長
一
人
及
び
委
員
十
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 

（
委
員
） 

第
三
条 

委
員
の
任
期
は
、
二
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任

期
間
と
す
る
。 

２ 

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
会
長
） 

第
四
条 

会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
協
議
会
を
代
表
す
る
。 

２ 

会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る
委
員
が
、
そ
の
職
務
を
代
理

す
る
。 

 

（
会
議
） 

第
五
条 

協
議
会
の
会
議
は
、
会
長
が
招
集
し
、
そ
の
議
長
と
な
る
。 

２ 

協
議
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
を
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 

３ 

協
議
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
関
係
者
の
出
席
） 

第
六
条 

協
議
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
の
出
席
を
求
め
て
、
意
見
を
聴

く
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
会
議
の
公
開
） 

第
七
条 

協
議
会
の
会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
出
席
し
た
委
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数

で
議
決
し
た
と
き
は
、
公
開
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
二
号



 

（
議
事
録
） 

第
八
条 

議
長
は
、
議
事
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
議
事
録
に
は
、
議
長
の
ほ
か
、
出
席
し
た
委
員
の
う
ち
か
ら
議
長
が
指
名
す
る
二
人
の
委
員

が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
庶
務
） 

第
九
条 

協
議
会
の
庶
務
は
、
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

 

（
委
任
） 

第
十
条 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が

協
議
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



規 
 

則 

 
埼
玉
県
建
築
士
審
査
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

   
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

  
 

 

埼
玉
県
建
築
士
審
査
会
規
則 

 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
執
行
機
関
の
附
属
機
関
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
埼
玉
県
条
例

第
十
七
号
）
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
埼
玉
県
建
築
士
審
査
会
（
次
条
及
び
第
三
条
に
お
い

て
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
組
織
） 

第
二
条 

審
査
会
は
、
委
員
七
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 

（
庶
務
） 

第
三
条 

審
査
会
の
庶
務
は
、
都
市
整
備
部
建
築
安
全
課
に
お
い
て
処
理
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
規
則
第
三
号



訓 
 

令 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

県

土

整

備

部 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
水
防
協
議
会 

 
 

 

 

埼
玉
県
水
防
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
水
防
協
議
会
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令 

 

埼
玉
県
水
防
協
議
会
規
程
（
平
成
十
二
年
埼
玉
県
訓
令
第
三
十
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

埼
玉
県
訓
令
第
一
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
東
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
越
谷
ふ
る
さ
と
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

三 

代
表
者
の
氏
名 

櫻
井 

龍
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
越
谷
市
千
間
台
西
一
丁
目
十
八
番
地
一
サ
ン
ラ
イ
ト
パ
ス
ト
ラ
ル
二
‐
七
百
八 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 

こ
の
法
人
は
、
越
谷
レ
イ
ク
タ
ウ
ン
地
域
及
び
越
谷
を
拠
点
と
し
、
水
郷
こ
し
が
や
を
誰
で

も
が
住
み
や
す
く
安
全
で
安
心
で
き
る
街
に
す
る
為
に
、
大
相
模
調
節
池
と
そ
の
周
辺
に
お
い

て
、
水
辺
に
お
け
る
新
し
い
生
活
環
境
の
創
造
及
び
自
然
環
境
の
保
全
や
青
少
年
の
健
全
育
成

、
安
心
し
て
子
育
て
や
生
活
が
で
き
る
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
を
図
り
、
社
会
に
寄
与
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
十
七
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生

活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
エ
ン
ジ
ョ
イ
・
パ
ー
ト
ナ
ー
ほ
っ
と 

三 

代
表
者
の
氏
名 

下
里 

晴
朗 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
桶
川
市
若
宮
二
丁
目
三
十
二
番
五
号
桶
川
若
宮
ヤ
マ
ト
ビ
ル
一
〇
一
号
室 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
の
あ
る
方
、
高
齢
者
に
対
し
、
生
活
に
関
わ
る
介
護
、
支
援
サ
ー
ビ
ス

提
供
を
行
い
、
そ
の
方
た
ち
が
自
立
し
、
自
分
な
り
に
楽
し
く
豊
か
に
暮
ら
せ
、
ほ
っ
と
安
心

の
で
き
る
社
会
を
目
指
し
、
地
域
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
十
八
号



告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提

出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す

る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度

及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、

県
民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
県
央
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方

法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http:/

/www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日 

二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ピ
ュ
ア
・
ス
マ
イ
ル 

三 

代
表
者
の
氏
名 

山
口 

達
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
上
尾
市
中
新
井
三
百
六
十
一
番
地
三 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
障
害
を
持
つ
人
に
対
し
、
ど
ん
な
に
障
害
が
重
く
て
も
地
域
で
生
活
し
た
い

と
い
う
希
望
が
あ
る
限
り
、
日
中
活
動
等
の
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
社
会
啓
発
的
活
動
を
通

じ
て
地
域
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
十
九
号



告 
 

示 
 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
は
ぴ
ね
す
の
邱 

三 

代
表
者
の
氏
名 

鈴
木 

潤
一 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
日
高
市
大
字
高
萩
五
百
三
十
八
番
地
二 

ア
ー
ト
ピ
ア
井
上
百
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
者
と
そ
の
家
族
等
に
対
し
て
、
障
害
者
総
合
支
援
法
に
基
づ
き
、
よ

り
充
実
し
た
社
会
生
活
を
営
む
為
の
生
活
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
又
、
障
が
い
者
へ
の

労
働
の
場
の
提
供
や
就
労
移
行
・
継
続
支
援
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
健
全
で
豊
か
な

地
域
社
会
の
確
立
並
び
に
社
会
福
祉
全
体
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
号



告 
 

示 
 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://w

ww.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
六
年
一
月
六
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
く
り
っ
か
ー
＆
く
り
っ
ぴ
ー
ず 

三 

代
表
者
の
氏
名 

平
井 

進 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
日
高
市
高
萩
東
三
丁
目
十
番
八
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
総
合
型
地
域
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
等
の
設
立
及
び
地
域
住
民
に
対
し
て
啓
発
及

び
支
援
活
動
や
ス
ポ
ー
ツ
に
係
る
人
材
の
発
掘
・
育
成
に
関
す
る
事
業
を
広
域
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
・
関
連
団
体
等
と
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
さ
ら
に
、
地
域
住
民
に
対
し
て
健
康
・
ス

ポ
ー
ツ
、
保
健
、
医
療
の
増
進
、
子
供
の
健
全
育
成
及
び
社
会
教
育
の
推
進
に
関
す
る
諸
活
動

の
啓
蒙
、
普
及
、
振
興
を
図
り
、
そ
れ
ら
の
援
助
、
指
導
、
教
育
及
び
環
境
整
備
に
関
す
る
事

業
を
行
い
、
地
域
住
民
の
生
活
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
一
号



告 
 

示 
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

         

埼
玉
県
告
示
第
二
十
二
号



１ 購入等件名及び数量  

  高速液体クロマトグラフ及びタンデム四重極型質量分析装置 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県衛生研究所総務担当 埼玉県さいたま市桜区上大久保639番地１  

３ 落札者を決定した日  

平成25年10月31日  

４ 落札者の氏名及び住所  

  川口薬品化学株式会社 埼玉県川口市川口５丁目12番34号  

５ 落札金額  

31,290,000円  

６ 契約の相手方を決定した手続  

一般競争入札  

７ 入札の公告を行った日  

平成25年９月10日  

 



告 
 

示 

 
 

 
春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課

に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

       

埼
玉
県
告
示
第
二
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
環
境
部
み
ど
り
自
然
課
に
お

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
四
号



告 
 

示 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

              

埼
玉
県
告
示
第
二
十
五
号



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県衛生研究所移転業務及び総合調整業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県衛生研究所総務担当 埼玉県さいたま市桜区大字上大久保639番地１ 

３ 落札者を決定した日 

  平成25年10月31日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  ヤマト科学株式会社 東京都中央区日本橋本町２丁目２番２号 

５ 落札金額 

  106,050,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成25年９月20日 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

尾
田
蒔
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び

住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

就
任 

 

職 

名 
 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理 

事 
 

内 

田 

修 

司 
 

埼
玉
県
秩
父
市
蒔
田
五
百
七
十
番
地 

 

同 
 

 
 

宮 

下 

正 

美 
 

同 
 

同 
 

田
村
千
五
百
五
十
三
番
地 

 

同 
 

 
 

野 

坂 

功 

久 
 

同 
 

同 
 

同 

千
二
百
四
十
一
番
地 

 

同 
 

 
 

富 

田 

友 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

六
百
六
十
三
番
地 

 

同 
 

 
 

富 

田 

精 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
六
百
九
十
九
番
地 

 

同 
 

 
 

増 

田 

康 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 
九
十
一
番
地 

 

同 
 

 
 

根 

岸 

秀 

雄 
 

同 
 

同 
 

蒔
田
二
千
三
百
七
十
三
番
地 

 

同 
 

 
 

前 

原 

啓 

作 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
九
百
七
十
八
番
地
三 

 

 

同 
 

 
 

前 

原 

隆 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
八
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

 
 

風 

間 

良 

次 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

 
 

富 

田 

芳 

男 
 

同 
 

同 
 

同 

千
八
百
二
十
三
番
地 

 

同 
 

 
 

風 

間 

敏 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

千
六
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

 
 

内 

田 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

八
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

 
 

黒 

澤 

新 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

九
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

 
 

島 

﨑 
 

 

厚 
 

同 
 

同 
 

同 

三
百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

 
 

島 

﨑 

友 

義 
 

同 
 

同 
 

同 

百
八
十
八
番
地 

 

監 

事 
 

増 

田 

好 

夫 
 

同 
 

同 
 

田
村
十
番
地 

 

同 
 

 
 

前 

原 

孝 

至 
 

同 
 

同 
 

蒔
田
二
千
八
百
十
七
番
地 

 

 

同 
 

 
 

富 

田 

光 

吉 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
三
百
三
番
地 

 

同 
 

 
 

柴 

﨑 

十 

三 
 

同 
 

同 
 

同 

五
百
三
十
八
番
地 

二 

退
任 

 

職 

名 
 

 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理 

事 
 

内 

田 

修 

司 
 

埼
玉
県
秩
父
市
蒔
田
五
百
七
十
番
地 

 

同 
 

 
 

宮 

下 

正 

美 
 

同 
 

同 
 

田
村
千
五
百
五
十
三
番
地 

 

同 
 

 
 

野 

坂 

功 

久 
 

同 
 

同 
 

同 

千
二
百
四
十
一
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
二
十
六
号



 

同 
 

 
 

富 

田 

友 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

六
百
六
十
三
番
地 

 
同 

 
 

 

富 

田 

精 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

六
百
九
十
九
番
地 

 
同 

 
 

 

増 

田 

康 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 

九
十
一
番
地 

 

同 
 

 
 

根 

岸 

秀 

雄 
 

同 
 

同 
 

蒔
田
二
千
三
百
七
十
三
番
地 

 

同 
 

 
 

前 

原 

孝 

至 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
八
百
十
七
番
地 

 

 

同 
 

 
 

前 
原 

隆 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
八
百
七
十
二
番
地 

 

同 
 

 
 

風 
間 
良 

次 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
百
八
十
七
番
地 

 

同 
 

 
 

青 

木 
完 
道 

 

同 
 

同 
 

同 

千
九
百
十
二
番
地
十
四 

 

同 
 

 
 

風 

間 

敏 
夫 

 

同 
 

同 
 

同 

千
六
百
九
十
七
番
地 

 

同 
 

 
 

内 

田 

和 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 

八
百
二
十
九
番
地 

 

同 
 

 
 

黒 

澤 

新 

一 
 

同 
 

同 
 

同 

九
百
五
十
四
番
地 

 

同 
 

 
 

島 

崎 

整 

司 
 

同 
 

同 
 

同 

六
百
五
番
地 

 

同 
 

 
 

島 

嵜 

昭 

只 
 

同 
 

同 
 

同 

四
百
十
六
番
地 

 

監 

事 
 

増 

田 

好 

夫 
 

同 
 

同 
 

田
村
十
番
地 

 

同 
 

 
 

前 

原 

啓 

作 
 

同 
 

同 
 

蒔
田
二
千
九
百
七
十
八
番
地
三 

 

同 
 

 
 

富 

田 

光 

吉 
 

同 
 

同 
 

同 

二
千
三
百
三
番
地 

 

同 
 

 
 

島 

嵜 

安 

平 
 

同 
 

同 
 

同 

六
百
九
十
番
地 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

元
荒
川
上
流
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

職
名 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 
 

所 

監
事 

渡 

邉 
 

 

光 
 

埼
玉
県
行
田
市
大
字
下
須
戸
千
八
百
五
十
九
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          

埼
玉
県
告
示
第
二
十
七
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

庄
内
領
用
悪
水
路
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次

の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 
名 

 
 

 
 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

 

中 

山 

順 

允 
 

埼
玉
県
春
日
部
市
立
野
八
十
番
地
一 

 
 埼

玉
県
告
示
第
二
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
修
正
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

加
須
市
（
一
部
） 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
二
十
九
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と

お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八

十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
利
根
川
上
流
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
水
準
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

本
庄
市
、
深
谷
市
、
熊
谷
市
、
行
田
市
、
羽
生
市
、
加
須
市
、
久
喜
市 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
五
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
加
須
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

加
須
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
、
四
級
基
準
点
成
果
改
定 

出
来
形
確
認
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

栗
橋
駅
西
（
大
利
根
地
区
）
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
一
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
越
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
越
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
越
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
二
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
東
松
山
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る

旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

東
松
山
農
林
振
興
セ
ン
タ
ー 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
確
定
測
量
・
地
区
界
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

滑
川
町
大
字
山
田
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
四
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
六
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
三
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
八
潮
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

八
潮
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

八
潮
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
四
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

所
沢
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

所
沢
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
七
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
五
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
加
須
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

加
須
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
一
、
二
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

加
須
市
大
利
根
地
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
六
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
蕨
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の

で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

蕨
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
三
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

蕨
市
南
町
地
内 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
四
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
七
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
桶
川
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

桶
川
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

桶
川
市
内
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
八
号



告 
 

示 

 
 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
と
き
が
わ
町
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受

け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

と
き
が
わ
町 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

と
き
が
わ
町
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
日
ま
で 

      

埼
玉
県
告
示
第
三
十
九
号



告 
 

示 

  
鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
号



告 
 

示 

  
行
田
市
か
ら
行
田
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
一
号



告 
 

示 
  

次
に
掲
げ
る
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
事
務
所
の
所
在
地
又
は
そ
の
業
者
の
所
在
が
確
知
で
き
な

い
の
で
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
そ
の
旨
公
告
す
る
。 

 

こ
の
公
告
の
日
か
ら
三
十
日
を
経
過
し
て
も
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
か
ら
申
出
が
な
い
と
き

は
、
宅
地
建
物
取
引
業
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
宅
地
建
物
取
引
業
者
の
免

許
を
取
り
消
す
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

     

株
式
会
社
エ
コ
・
ハ
ウ
ス 

商

号

又

は

名

称 

田
代
俊
紀 

氏
名
（
法
人
に
あ
っ
て

は
代
表
者
の
氏
名
） 

埼
玉
県
入
間
市
扇
町
屋
二
丁

目
二
番
三
号 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
告
示
第
四
十
二
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
四
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
○
一
三
一
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
○
一
一
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
字
東
耕
地
二
四
番
三
、
二
四
番
一
二 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
鳩
山
町
大
字
大
豆
戸
二
四
番
地
二 

 
 

大
野
慎
一
郎 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
五
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
八
月
二
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
○
○
六
八
○
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
○
一
一
九
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
嵐
山
町
大
字
平
澤
字
京
枝
三
三
五
番
一
、
三
三
六
番
一
の
各
一
部
（
従
前
地
）

東
松
山
都
市
計
画
事
業
嵐
山
町
平
沢
土
地
区
画
整
理
事
業
二
九
―
一
街
区
三
画
地
の
一
部
（
仮

換
地
） 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
港
区
浜
松
町
一
丁
目
三
○
番
五
号 

浜
松
町
ス
ク
エ
ア 

 
 

株
式
会
社
Ｔ
Ｄ
モ
バ
イ
ル 

代
表
取
締
役
社
長 

伊
神
幸
治 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
六
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

      



 

  

十
二
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
五
年
十
二

月
十
九
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
飯
能
市
双
柳
八
百
二
ノ
四
十
九
～
八
百
二
ノ
四
十
九 

 

指

定

道

路

の

位

置 

十
一
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

四
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 
  

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
七
号 

 

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ

り
、
道
路
の
指
定
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
六
年
一
月
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 
 

 
 

      



 

  

十
三
号 

指

定 

番

号 
建

築

基

準

法 

第

四

十

二

条 

第
一
項
第
四
号 

指
定
道
路
の
種
類 

平
成
二
十
五
年
十
二

月
十
九
日 

 

指
定
の
年
月
日 

埼
玉
県
飯
能
市
岩
沢
百
六
十
九
ノ
九
～
百
七
十 

指

定

道

路

の

位

置 

三
十
三
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル  

 
 
 
 
 
 

指
定
道
路
の
延
長 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル 

 
 

指
定
道
路
の
幅
員 

（
単
位
メ
ー
ト
ル
） 


